
   高山市業務委託成績評定要領 

 （目的） 

第１条 この要領は、高山市が行う委託契約による業務委託の評定（以下「評定」という。）

に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受託者の適正な選定及び指

導育成に資することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、高山市業務委託検査要領（平成７年３月１７日決裁。

以下「検査要領」という。）第２条に定めるところによるものとする。 

 （評定の対象） 

第３条 評定の対象は、土木関係の業務委託とし原則として１件の最終契約金額が５０万円を

超える地質調査、単純調査等業務、測量作業、調査業務、計画業務、設計業務、工事監督支

援業務等、積算技術業務等とする。 

 （評定者） 

第４条 評定を行う者は、検査要領第５条により任命された検査員及び高山市業務委託監督要

領（平成７年３月１７日決裁）第３条により指定された監督員とする。 

 （評定の時期） 

第５条 検査員は完了検査を行ったとき、監督員は業務が完了したとき、それぞれ評定を行う

ものとする。 

 （評定の方法） 

第６条 評定は、監督、検査等その他必要な事項について、業務ごと、評定を行う者ごとに独

立して的確かつ公正に行うものとする。 

２ 評定の採点は、別に定める高山市業務委託（土木関係）成績評定考査基準（業評別記１号）

により作成した評定点集計表（別記様式業評第１号から第１号の５まで）により算出し、業

務委託成績評定表（別記様式業評第２号及び第２号の２）（以下総称して「評定表等」とい

う。）により行うものとする。 

３ 完了検査において、検査員は、検査員及び監督員が行った評定をとりまとめのうえ評定表

等を作成するものとし、評定結果は、検査員及び監督員のそれぞれの評定点の合計点による

ものとする。 

 （評定表等の提出等） 

第７条 検査員は、評定を行ったときは評定表等を委託検査復命書兼検査調書（検査要領別記

様式検第７号の１）に添えて、検査権者に提出するものとする。 

２ 完了検査を行った検査員は、評定点を財政課へ報告するものとする。 

 （評定結果の通知） 

第８条 検査権者は、検査員から完了検査後に業務委託成績評定表（別記様式業評第２号及び



第２号の２）の提出があったときは、遅滞なく評定結果を検査結果通知書（検査要領別記様

式検第８号）及び項目別評定（検査要領別記様式検第８号別紙）により、当該業務の受託者

に通知しなければならない。 

 （評定の修正） 

第９条 検査権者は、前条の通知をした後、当該評定結果を修正する必要があると認められる

ときは、修正しなければならない。 

２ 検査権者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なくその結果を検査結果通知書（検査要領

別記様式検第８号）により、当該業務の受託者に通知しなければならない。 

 （評定の公表） 

第１０条 業務委託成績評定結果については、四半期ごとに取りまとめて公表するものとする。 

（説明請求） 

第１１条 第８条又は第９条により通知を受けた受託者は、通知を受けた日から起算して１４日

（休日を含む。）以内に、業務委託成績評定に係る説明請求書（別記様式業評第３号）を提出し

て、評定結果について説明を求めることができるものとする。 

（説明請求に対する回答） 

第１２条 市長は、受託者から評定結果について説明を求められたときは、当該受託者に対して遅

滞なく、業務委託成績評定に係る説明書（別記様式業評第４号）により回答するとともに、検査

権者に報告するものとする。  

 （実施細目） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、評定の実施に関し必要な細目は、市長が別に定める。 

   



別記様式業評第１号（第６条関係） 

 

 

 

（１）地質調査、単純調査等業務、測量作業 　 　 　 委託名：

基準 基準 基準

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

業務着手段階における業務特性等の考慮 ○ 20

業務遂行段階における提案 ○ 40

業務遂行上必要となる課題の提案 ○ 20

業務内容等改善の提案 ○ 20

小計 100 ①’= ①= ④= 9.5 9.5 15.4

目的と内容の理解 ○ 20

必要情報の把握 ○ 20

作業（業務）項目、作業（業務）手法 ○ 20 ○ 50

打合せ資料の内容 ○ 20

十分な技術力 ○ 20 ○ 50

小計 100 ①’= ①= 100 ②’= ②= 100 ③’= ③= ④= 19.0 19.0 30.8

施工に関する一般的な知識

施工条件等の把握

小計

施工に関する一般的な知識

施工条件等の把握

施工計画（施工方法、仮設備計画）

小計

コスト把握能力

小計

実施手順、工程計画 ○ 30

実施体制 ○ 10

打合せ内容の理解・記録 ○ 20

工程管理 ○ 40

小計 100 ①’= ①= ④= 9.5 9.5

ミス防止の実施 ○ 100 ④=①=①’*2/21 ④ 2 / 9.5
④/⑫

*⑭
2 / 9.5

④/⑫

*⑭
2 / 66.7

小計 100 ①’= ①= ④= 9.5 9.5 66.7

当初計画の変更 ○ 40

関連事業者間の調整 ○ 30

地元住民との合意形成 ○ 30

小計 100 ①’= ①= ④= 4.8 4.8

理解しやすい説明・プレゼンテーション（資料） ○ 30

理解しやすい説明・プレゼンテーション（対応） ○ 30

説明を補う努力 ○ 20

円滑な業務遂行への努力 ○ 20

小計 100 ①’= ①= 100 ③’= ③= ④= 4.8 4.8 7.7

責任感、積極性 ○ 100

責任感、積極性、倫理観 ○ 100

小計 100 ①’= ①= 100 ②’= ②= ④= 9.5 9.5 15.4

目的の達成度 ○ 40 ○ 40

的確なとりまとめ ○ 30 ○ 30

ミスの有無 ○ 30 ○ 30

小計 100 ①’= ①= 100 ③’= ③= ④= 33.4 33.4 30.7 33.3

評定者の評定点（主任監督員の業務執行上の過失の減点は含んでいない。）

21 / 100 21 / 100 13 / 100 3 / 100

100 100 100 100

⑥業務執行上の過失

⑦守秘性に係る過失

⑧事故等による減点

⑩その他

0

（一般監督員） （主任監督員） （検査員） は、評価対象外

は、必須評定項目

は、選択評定項目

1.各評価項目の「評定点④、⑫、⑬、⑭」は少数第二位を四捨五入して表示している。

2.「⑤小計」は、少数第一位を四捨五入し整数とする。

得点割合

得点
評定

点

（注1） ⑬/⑭（％）
重み

満点評定点⑭

評定

点
⑬

得点
評定

点

（注1）

配点

評　定　点　集　計　表

評価項目 評価の視点

一般監督員 主任監督員 検査員

評定点

(注1）
加算平均点の算出

重み

満点評定点⑫

得点割合

15.4

業務評定（注1）
技術者評定（注1）

管理技術者・主任技術者 担当技術者 照査技術者

④/⑫（％）
重み

満点評定点⑭

評定

点
④

④/⑫

*⑭

配点

得点割合

得点
評定

点

（注1）

配点

/

加算平均点の算出 加算平均点の算出 評定

点
⑬

9.5

100

④=

①’*4/21*1/10+

②’*4/21*5/10+

③’*4/21*4/10

加算平均点の算出評定

点
⑬

/

⑬/⑭（％）
重み

満点評定点⑭
⑬/⑭（％）

2

プ
ロ
セ
ス
評
価

専
門

技
術
力

提案力
改善力

④=①=①’*2/21 ④ 2 /

業務執行技術力
○

0.0 0.0 0.0

9.52

④ 4 / 19.0
④/⑫

*⑭

④/⑫

*⑭

4 / 19.0
④/⑫

*⑭
4

0.0 0.0 0.0

/ 30.8

施工時への配慮（設
計時評価、設計業務

を対象に評価する。
イ、ロのいずれかを選

択する。）

イ．『概略設計』
『予備設計』

の場合

ロ．『詳細設計』
　　の場合

コスト把握能力

（設計業務を対称に評定する。）

管
理

技
術
能
力

工程管理能力
④=①=①’*2/21 ④ 2

迅速性

弾力性
調整能力

④=①=①’*1/21 ④ 1

/ 9.5
④/⑫

*⑭
2 / 9.5

0.0 0.0

品質管理能力

0.0 0.0 0.0

/ 4.8
④/⑫

*⑭
1 / 4.8

0.0 0.0

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン

力

説明力

協調性
プレゼンテーション力

④=

①’*1/21*1/10+

③’*1/21*9/10
④ 1

④/⑫

*⑭
1 / 7.7/ 4.8

④/⑫

*⑭
1○ 100

0.0 0.0

4.8/

0.0

取
組
姿
勢

責任感
積極性
倫理観

④=①’

*2/21*1/10+②’

*2/21*9/10
④ 2 / 9.5 15.4

④/⑫

*⑭
2 / 9.5

④/⑫

*⑭

0.0 0.0 0.0

2 /

/
結
果
評
価

成果品の品質

④=①’

*7/21*1/10+③’

*7/21*9/10
④ 7

④/⑫

*⑭
4 / 30.7/ 33.4

④/⑫

*⑭
7

④/⑫

*⑭
1 / 33.3

0.0 0.0 0.0 0.0

33.4

⑤小計（注2）
0 0 0 0

業務執行に係る過失に伴う減点

⑨成果品に、受託者の責任に起因する瑕疵が存在し、契約図書に記された手続きに従い、瑕疵修補又は損害賠償が実施された場合の減点（軽微なミスの修正を除く）

総合評定点の算定 総合評定点⑪＝⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩

所　　　　　見

○

△

注：



別記様式業評第１号の２（第６条関係） 

 

 

 

（２）調査業務、計画業務 　 　 　 委託名：

基準 基準 基準

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

業務着手段階における業務特性等の考慮 ○ 20

業務遂行段階における提案 ○ 40

業務遂行上必要となる課題の提案 ○ 20

業務内容等改善の提案 ○ 20

小計 100 ①’= ①= ④= 9.5 9.5 15.4

目的と内容の理解 ○ 20

必要情報の把握 ○ 20

検討項目、検討手法 ○ 20 ○ 50

打合せ資料の内容 ○ 20

十分な技術力 ○ 20 ○ 50

小計 100 ①’= ①= 100 ②’= ②= 100 ③’= ③= ④= 19.0 19.0 30.8

施工に関する一般的な知識

施工条件等の把握

小計

施工に関する一般的な知識

施工条件等の把握

施工計画（施工方法、仮設備計画）

小計

コスト把握能力

小計

実施手順、工程計画 ○ 30

実施体制 ○ 10

打合せ内容の理解・記録 ○ 20

工程管理 ○ 40

小計 100 ①’= ①= ④= 9.5 9.5

ミス防止の実施 ○ 100 ④=①=①’*2/21 ④ 2 / 9.5
④/⑫

*⑭
2 / 9.5

④/⑫

*⑭
2 / 66.7

小計 100 ①’= ①= ④= 9.5 9.5 66.7

当初計画の変更 ○ 40

関連事業者間の調整 ○ 30

地元住民との合意形成 ○ 30

小計 100 ①’= ①= ④= 4.8 4.8

理解しやすい説明・プレゼンテーション（資料） ○ 30

理解しやすい説明・プレゼンテーション（対応） ○ 30

説明を補う努力 ○ 20

円滑な業務遂行への努力 ○ 20

小計 100 ①’= ①= 100 ③’= ③= ④= 4.8 4.8 7.7

責任感、積極性 ○ 100

責任感、積極性、倫理観 ○ 100

小計 100 ①’= ①= 100 ②’= ②= ④= 9.5 9.5 15.4

目的の達成度 ○ 40 ○ 40

的確なとりまとめ ○ 30 ○ 30

ミスの有無 ○ 30 ○ 30

小計 100 ①’= ①= 100 ③’= ③= ④= 33.4 33.4 30.7 33.3

評定者の評定点（主任監督員の業務執行上の過失の減点は含んでいない。）

21 / 100 21 / 100 13 / 100 3 / 100

100 100 100 100

⑥業務執行上の過失

⑦守秘性に係る過失

⑧事故等による減点

⑩その他

0

（一般監督員） （主任監督員） （検査員） は、評価対象外

は、必須評定項目

は、選択評定項目

 

1.各評価項目の「評定点④、⑫、⑬、⑭」は少数第二位を四捨五入して表示している。

2.「⑤小計」は、少数第一位を四捨五入し整数とする。

○

△

 

注：

⑨成果品に、受託者の責任に起因する瑕疵が存在し、契約図書に記された手続きに従い、瑕疵修補又は損害賠償が実施された場合の減点（軽微なミスの修正を除く）

総合評定点の算定 総合評定点⑪＝⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩

所　　　　　見

⑤小計（注2）
0 0 0 0

業務執行に係る過失に伴う減点

④/⑫

*⑭
1 / 33.3

0.0 0.0 0.0 0.0

33.4
④/⑫

*⑭
4 / 30.7/ 33.4

④/⑫

*⑭
7 /

結
果
評
価

成果品の品質

④=①’

*7/21*1/10+③’

*7/21*9/10
④ 7

0.0 0.0 0.0

2 / 15.4
④/⑫

*⑭
2 / 9.5

④/⑫

*⑭

0.0

取
組
姿
勢

責任感
積極性
倫理観

④=①’

*2/21*1/10+②’

*2/21*9/10
④ 2 / 9.5

0.0 0.0

4.8/○ 100
④/⑫

*⑭
1 / 7.7/ 4.8

④/⑫

*⑭
1

0.0 0.0

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン

力

説明力
協調性

プレゼンテーション力

④=

①’*1/21*1/10+

③’*1/21*9/10
④ 1

/ 4.8/ 4.8
④/⑫

*⑭
1

0.0 0.0

品質管理能力

0.0 0.0 0.0

/ 9.5/ 9.5
④/⑫

*⑭
2

管
理
技
術
能

力

工程管理能力
④=①=①’*2/21 ④ 2

迅速性
弾力性

調整能力

④=①=①’*1/21 ④ 1

コスト把握能力

（設計業務を対称に評定する。）

ロ．『詳細設計』
　　の場合

施工時への配慮（設

計時評価、設計業務
を対象に評価する。

イ、ロのいずれかを選
択する。）

イ．『概略設計』
『予備設計』

の場合

0.0 0.0 0.0

/ 30.84 / 19.0
④/⑫

*⑭
4④ 4 / 19.0

④/⑫

*⑭

④/⑫

*⑭

業務執行技術力
○

0.0 0.0 0.0

9.52 2

プ
ロ
セ
ス

評
価

専
門
技

術
力

提案力
改善力

④=①=①’*2/21 ④ 2 / 9.5

100

④=

①’*4/21*1/10+

②’*4/21*5/10+

③’*4/21*4/10

加算平均点の算出評定
点
⑬

/

⑬/⑭（％）
重み

満点評定点⑭
⑬/⑭（％）

配点

得点割合

得点
評定

点

（注1）
配点

/

加算平均点の算出 加算平均点の算出 評定
点
⑬

15.4

業務評定（注1）
技術者評定（注1）

管理技術者・主任技術者 担当技術者 照査技術者

④/⑫（％）
重み

満点評定点⑭

評定
点
④

④/⑫

*⑭

評　定　点　集　計　表

評価項目 評価の視点

一般監督員 主任監督員 検査員

評定点
(注1）

加算平均点の算出

重み

満点評定点⑫

得点割合得点割合

得点
評定

点

（注1） ⑬/⑭（％）
重み

満点評定点⑭

評定
点
⑬

得点
評定

点

（注1）
配点



別記様式業評第１号の３（第６条関係） 

 

 

 

（３）設計業務 　 　 　 委託名：

基準 基準 基準

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

業務着手段階における業務特性等の考慮 ○ 20

業務遂行段階における提案 ○ 40

業務遂行上必要となる課題の提案 ○ 20

業務内容等改善の提案 ○ 20

小計 100 ①’= ①= ④= 8.3 8.3 12.5

目的と内容の理解 ○ 20

必要情報の把握 ○ 20

検討項目、検討手法 ○ 20 ○ 50

打合せ資料の内容 ○ 20

十分な技術力 ○ 20 ○ 50

小計 100 ①’= ①= 100 ②’= ②= 100 ③’= ③= ④= 16.7 16.7 25.0

施工に関する一般的な知識 △ 60

施工条件等の把握 △ 40

小計 100 ①’= ①= ④= 4.2 4.2 6.3

施工に関する一般的な知識 △ 40

施工条件等の把握 △ 30

施工計画（施工方法、仮設備計画） △ 30

小計 100 ①’= ①= ④= 4.2 4.2 6.3

コスト把握能力 △ 100 ④=①=①’*1/24 ④ 1 / 4.2 ④/⑫*⑭ 1 / 4.2 ④/⑫*⑭ 1 / 6.3

小計 100 ①’= ①= ④= 4.2 4.2 6.3

実施手順、工程計画 ○ 30

実施体制 ○ 10

打合せ内容の理解・記録 ○ 20

工程管理 ○ 40

小計 100 ①’= ①= ④= 8.3 8.3

ミス防止の実施 ○ 100 ④=①=①’*2/24 ④ 2 / 8.3
④/⑫

*⑭
2 / 8.3

④/⑫

*⑭
2 / 66.7

小計 100 ①’= ①= ④= 8.3 8.3 66.7

当初計画の変更 ○ 40

関連事業者間の調整 ○ 30

地元住民との合意形成 ○ 30

小計 100 ①’= ①= ④= 4.2 4.2

理解しやすい説明・プレゼンテーション（資料） ○ 30

理解しやすい説明・プレゼンテーション（対応） ○ 30

説明を補う努力 ○ 20

円滑な業務遂行への努力 ○ 20

小計 100 ①’= ①= 100 ③’= ③= ④= 4.2 4.2 6.3

責任感、積極性 ○ 100

責任感、積極性、倫理観 ○ 100

小計 100 ①’= ①= 100 ②’= ②= ④= 8.3 8.3 12.5

目的の達成度 ○ 40 ○ 40

的確なとりまとめ ○ 30 ○ 30

ミスの有無 ○ 30 ○ 30

小計 100 ①’= ①= 100 ③’= ③= ④= 33.3 33.3 31.1 33.3

評定者の評定点（主任監督員の業務執行上の過失の減点は含んでいない。）

24 / 100 24 / 100 16 / 100 3 / 100

100 100 100 100

⑥業務執行上の過失

⑦守秘性に係る過失

⑧事故等による減点

⑩その他

0

（一般監督員） （主任監督員） （検査員） は、評価対象外

は、必須評定項目

は、選択評定項目

 

1.各評価項目の「評定点④、⑫、⑬、⑭」は少数第二位を四捨五入して表示している。

2.「⑤小計」は、少数第一位を四捨五入し整数とする。

○

△

 

注：

⑨成果品に、受託者の責任に起因する瑕疵が存在し、契約図書に記された手続きに従い、瑕疵修補又は損害賠償が実施された場合の減点（軽微なミスの修正を除く）

総合評定点の算定 総合評定点⑪＝⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩

所　　　　　見

⑤小計（注2）
0 0 0 0

業務執行に係る過失に伴う減点

④/⑫

*⑭
1 / 33.3

0.0 0.0 0.0 0.0

33.3 / 31.1/ 33.3
④/⑫

*⑭
8

/

/
結
果
評
価

成果品の品質

④=①’

*8/24*1/10+③’

*8/24*9/10
④ 8

④/⑫

*⑭
5

④/⑫

*⑭

0.0 0.0 0.0

2/ 8.3 12.5
④/⑫

*⑭
2 / 8.3

取
組
姿
勢

責任感
積極性
倫理観

④=①’

*2/24*1/10+②’

*2/24*9/10
④ 2

0.0 0.0

4.2/

0.0

○ 100
④/⑫

*⑭
1 / 6.3/ 4.2

④/⑫

*⑭
1

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン

力

説明力
協調性

プレゼンテーション力

④=

①’*1/24*1/10+

③’*1/24*9/10
④ 1

0.0 0.0

4.2/ 4.2

0.0

/

0.0

/

0.0 0.0

8.38.32

迅速性
弾力性

調整能力

④=①=①’*1/24 ④ 1
④/⑫

*⑭

0.0

/ 2

1

④/⑫

*⑭

管
理
技
術
能

力

工程管理能力
④=①=①’*2/24 ④

コスト把握能力

（設計業務を対称に評定する。）

品質管理能力

0.0 0.0 0.0

4.2/ / 6.3

施工時への配慮（設

計時評価、設計業務
を対象に評価する。

イ、ロのいずれかを選
択する。）

0.0 0.0 0.0

④/⑫
*⑭

14.2
④/⑫
*⑭

1 /

0.0 0.0 0.0

4.2
④/⑫

*⑭
1 / 6.3/ 4.2

④/⑫

*⑭
1 /イ．『概略設計』

『予備設計』
の場合

④=①=①’*1/24 ④ 1

ロ．『詳細設計』
　　の場合

④=①=①’*1/24 ④ 1

0.0 0.0 0.0

/ 25.04 / 16.7
④/⑫

*⑭
4④ 4 / 16.7

④/⑫

*⑭

④/⑫

*⑭

業務執行技術力
○

0.0 0.0 0.0

8.32 2

プ
ロ
セ
ス

評
価

専
門
技

術
力

提案力
改善力

④=①=①’*2/24 ④ 2 / 8.3

100

④=

①’*4/24*1/10+

②’*4/24*5/10+

③’*4/24*4/10

加算平均点の算出評定
点
⑬

/

⑬/⑭（％）
重み

満点評定点⑭
⑬/⑭（％）

配点

得点割合

得点
評定

点

（注1）
配点

/

加算平均点の算出 加算平均点の算出 評定
点
⑬

12.5

業務評定（注1）
技術者評定（注1）

管理技術者・主任技術者 担当技術者 照査技術者

④/⑫（％）
重み

満点評定点⑭

評定
点
④

④/⑫

*⑭

評　定　点　集　計　表

評価項目 評価の視点

一般監督員 主任監督員 検査員

評定点
(注1）

加算平均点の算出

重み

満点評定点⑫

得点割合得点割合

得点
評定

点

（注1） ⑬/⑭（％）
重み

満点評定点⑭

評定
点
⑬

得点
評定

点

（注1）
配点



別記様式業評第１号の４（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）工事監督支援業務等 　 　 　 委託名：

基準 基準 基準

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

6 / 6.0 6 / 6.0 6 / 8.8

6 6 8.8

法令･技術基準の知識 ○ 12

業務内容についての判断 ○ 12

関係者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ○ 12

小計 36 36 36 52.9

必要事項の記載 ○ 12 ①=

的確なとりまとめ ○ 6 ②= ○ 6 ③=

小計 18 18 18 26.5

60

○ 12 ④= ○ 12 ⑤= 12 / 12.0 12 / 12.0

12 12

6 / 6.0 6 / 6.0

6 6

14 / 14.0 14 / 14.0

14 14

32

8 / 8.0 8 / 8.0 8 / 11.8

8 8 11.8

8

評定者の評定点（主任監督員の業務執行上の過失の減点は含んでいない。）

100 / 100 100 / 100 68 / 100

100 100 100

業務執行上の過失

中立性・公平性に係る過失

守秘性に係る過失

⑩小計

⑪事故等による減点（業務遂行段階を対象とする）

⑬その他

（一般監督員） （主任監督員） （検査員） は、評価対象外

は、必須評定項目

 

1.各評価項目の評定点は少数第二位を四捨五入して表示している。

2.小計は、少数第一位を四捨五入し整数とする。

○

 

注：

⑫瑕疵修補又は損害賠償による減点

総合評定点の算定 ⑭総合評定点=⑨+⑩+⑪+⑫+⑬

所　　　　　見

⑨小計（注2）

業務執行に係る過失に伴う減点

プ
ロ

セ

ス

評

価

専

門

技

術

力

目的と内容の理解 業務趣旨の理解

評定点=⑧*1/2+

⑨*1/2

取組姿勢　計

⑨=8⑧= ○

評定点=⑥*1/2+

⑦*1/2

管理技術力　計

取

組

姿

勢

責任感、積極性、発注者側の視点 責任感、積極性、発注者側の視点 ○ 8

⑦=14⑥= ○指揮系統の迅速性、確実性 指揮命令の迅速性、確実性 ○ 14

/ 26.5

専門技術力　計

管

理

技

術
力

業務実施体制の的確性 事業実施体制の的確性
評定点=④*1/2+

⑤*1/2

打合せの理解度 打合せの理解度 ○

18 / 18.0 18

36 / 52.9

業務目標の達成度
評定点=①+②

*1/2+③*1/2

18 / 18.0

/ 36.0 36 / 36.0
的確な履行

36

得点割合

○ 6

6

評定

点

加算平均点の算出

重み

満点評定点

評点/満点評定点

（％）

重み

満点評定点

評点/満点評定点

（％）

評点/満点評定点

（％）

得点
評定

点

（注1）

評定

点

加算平均点の算出
評定

点

加算平均点の算出

重み

満点評定点

業務評定（注1）
技術者評定（注1）

管理技術者 担当技術者

配点

得点割合

得点
評定

点

（注1）
配点

得点割合

評　定　点　集　計　表

評価項目 評価の視点

一般監督員 主任監督員 検査員

評定点

(注1）
得点

評定

点

（注1）
配点



別記様式業評第１号の５（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）積算技術業務等 　 　 　 委託名：

基準 基準 基準

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2

6 / 6.0 6 / 6.0 6 / 8.8

6 6 8.8

法令･技術基準の知識 ○ 12

業務内容についての判断 ○ 12

小計 24 24 24 35.3

必要事項の記載 ○ 12 ①=

的確なとりまとめ ○ 18 ②= ○ 18 ③=

小計 30 30 30 44.1

60

○ 12 ④= ○ 12 ⑤= 12 / 12.0 12 / 12.0

12 12

6 / 6.0 6 / 6.0

6 6

14 / 14.0 14 / 14.0

14 14

32

8 / 8.0 8 / 8.0 8 / 11.8 　

8 8 11.8

8

評定者の評定点（主任監督員の業務執行上の過失の減点は含んでいない。）

100 / 100 100 / 100 68 / 100

100 100 100

業務執行上の過失

中立性・公平性に係る過失

守秘性に係る過失

⑩小計

⑪事故等による減点（業務遂行段階を対象とする）

⑬その他

（一般監督員） （主任監督員） （検査員） は、評価対象外

は、必須評定項目

 

1.各評価項目の評定点は少数第二位を四捨五入して表示している。

2.小計は、少数第一位を四捨五入し整数とする。

○

 

注：

⑫瑕疵修補又は損害賠償による減点

総合評定点の算定 ⑭総合評定点=⑨+⑩+⑪+⑫+⑬

所　　　　　見

⑨小計（注2）

業務執行に係る過失に伴う減点

プ

ロ

セ

ス

評
価

専

門

技

術
力

目的と内容の理解 業務趣旨の理解

評定点=⑧*1/2+

⑨*1/2

取組姿勢　計

⑨=8⑧= ○

評定点=⑥*1/2+

⑦*1/2

管理技術力　計

取

組

姿

勢

責任感、積極性、発注者側の視点 責任感、積極性、発注者側の視点 ○ 8

⑦=14⑥= ○指揮系統の迅速性、確実性 指揮命令の迅速性、確実性 ○ 14

/ 44.1

専門技術力　計

管

理

技

術
力

業務実施体制の的確性 事業実施体制の的確性
評定点=④*1/2+

⑤*1/2

打合せの理解度 打合せの理解度 ○

30 / 30.0 30

24 / 35.3

業務目標の達成度
評定点=①+②

*1/2+③*1/2

30 / 30.0

/ 24.0 24 / 24.0
的確な履行

24

得点割合

○ 6

6

評定

点

加算平均点の算出

重み

満点評定点

評点/満点評定点

（％）

重み

満点評定点

評点/満点評定点

（％）

評点/満点評定点

（％）

得点
評定

点

（注1）

評定

点

加算平均点の算出
評定

点

加算平均点の算出

重み

満点評定点

業務評定（注1）
技術者評定（注1）

管理技術者 担当技術者

配点

得点割合

得点
評定

点

（注1）
配点

得点割合

評　定　点　集　計　表

評価項目 評価の視点

一般監督員 主任監督員 検査員

評定点

(注1）
得点

評定

点

（注1）
配点



別記様式業評第２号（第６条、第８条関係） 

 

各課番号 契約番号

契約金額
契約日
工期
受注者 　

完成届出年月日

項目別評定点表

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

取組姿勢

　

評定点合計

　　検査員 印

　上記のとおり報告いたします。
　　一般監督員 印

注）1.各評価項目の業務評定点等は、少数第二位を四捨五入して表示している。

　　2.測量作業及び地質調査においては、現場代理人及び主任技術者が該当する。

　　3.「施工時への配慮」及び「コスト把握能力」は、設計業務のみ評定の対象とする。

　　4.①小計は、少数第一位を四捨五入し整数とする。

下請負有無

受託側立会人

業 務 委 託 成 績 評 定 表

説明力、協調性、

プレゼンテーション力

　

工程管理能力

　

責任感、積極性、倫理観 －

迅速性、弾力性、

調整能力

　

変更
　変更

検査年月日

品質管理能力

□　有　　□　無

施工時への

配慮

概略設計

予備設計

詳細設計

コスト把握能力

技術者評定

提案力、改善力

業務執行技術力

担当課

変更
変更

変更後工期

評価項目
一般

監督員
評定点

主任
監督員
評定点

検査員
評定点

業務評定

委託業務名

当初

 

　

専門技術力

－

－

－

管理技術者

主任技術者

評定

担当技術者

評定

照査技術者

評定

－

－

－

－

管理技術力

成果品の品質

　

②業務執行上に係る過失に伴う減点

－

－

－

－

－

－

－

－

④瑕疵修補又は損害賠償による減点

⑤その他（　　　　　　　）

－

－

－

－

－

①小計

総合評定点=①+②+③+④+⑤

－

－

③事故等による減点

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

－

－

－ －

／100点 

－ －

－

－



別記様式業評第２号の２（第６条、第８条関係） 

 

各課番号 　 契約番号

契約金額
契約日
工期
受注者
完成届出年月日

項目別評定点表

取組姿勢

　

評定点合計

　　検査員 印

　上記のとおり報告いたします。
　　一般監督員 印

注）1.各評価項目の業務評定点等は、少数第二位を四捨五入して表示している。

　　2.①小計は、少数第一位を四捨五入し整数とする。

業 務 委 託 成 績 評 定 表

　 担当課

　

当初 変更 変更
変更 変更

変更後工期

□　有　　□　無検査年月日

評価項目

下請負有無

－

受託側立会人

－ －

－

一般
監督員
評定点

主任
監督員
評定点

－

－

－ －

－

－ －

④瑕疵修補又は損害賠償による減点

責任感、積極性、発注者側の視点

－ －②業務執行上に係る過失に伴う減点

－ －

①小計

－ － －

－ － －③事故等による減点

管理技術力

指揮系統の迅速性、確実性

専門技術力

担当技術者
評定

業務評定

管理技術者
評定

検査員
評定点

－

－

目的と内容の理解

的確な履行

業務目的の達成度

業務実施体制の的確性

打合せの理解度

－ － －

－

委託業務名

 ／100点

⑤その他（　　　　　　　）

総合評定点=①+②+③+④+⑤



別記様式業評第３号（第１１条関係） 

 

業務委託成績評定に係る説明請求書 

 

年  月  日 

 

（あて先）高山市長 

 

住所 

氏名         印 

電話番号 

 

下記の業務委託の成績評定について、内容の説明を請求します。 

 

記 

 

１ 委託番号        第    号 

 

２ 契約番号      財契第    号 

 

３ 業務委託名        

 

４ 検査年月日      年  月  日 

 

５ 対象業務委託における成績評定に対する疑問として回答を求める内容 

 

 

 

注意事項 

・請求印は契約書と同一の印鑑で押印願います。 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式業評第４号（第１２条関係） 

 

財契第     号 

年  月  日 

 

契約の相手方 

所在地 

商号又は名称 

代表者氏名           様 

高山市長         印 

 

業務委託成績評定に係る説明書 

 

      年  月  日付けで貴社から説明を求められました評定内容について、下記 

のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 業務委託名 

 

２ 質問に対する回答 

 

  ３ 手続等の問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 


